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坂
出
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
案
に
つ

い
て
、
本
案
は
、
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
個
人

の
市
民
税
に
係
る
扶
養
控
除
の
見
直
し
や
公
的
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
制
度
の
導
入
な
ど
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
当
局
か
ら
は
、
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制

度
の
導
入
に
関
し
、
こ
の
制
度
は
公
的
年
金
所
得
に
係
る

個
人
住
民
税
の
み
が
対
象
で
あ
り
、
こ
の
個
人
住
民
税
に

つ
い
て
、
公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
を
来
年
の
10
月

か
ら
行
う
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
委
員
よ
り
、
制
度
の
対
象
者
が
希
望
し
た

場
合
に
は
、
個
人
住
民
税
の
納
付
に
つ
い
て
普
通
徴
収
を

選
択
で
き
る
の
か
、
当
局
に
説
明
を
求
め
た
。

　

当
局
か
ら
は
、
64
歳
以
下
の
場
合
は
可
能
で
あ
る
が
、

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
65
歳
以
上
の
場
合
に
は
、
普
通

徴
収
又
は
他
の
特
別
徴
収
制
度
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
た
め
、
希
望
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
的
年

金
か
ら
の
引
き
落
と
し
を
行
う
こ
と
に
な
る
と
の
説
明
が

あ
り
、
審
査
の
結
果
、
異
議
な
く
原
案
を
了
承
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
条
例
改
正
案
２
件
、
決
算
認
定
１
件
及
び

一
般
会
計
補
正
予
算
案
に
つ
い
て
も
審
査
し
、
い
ず
れ
も

異
議
な
く
了
承
、
認
定
し
た
。
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▼
住
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度
を
導
入

　

平
成
21
年
度
坂
出
市
介
護
保
険
特
別
会
計
決
算
認
定
の

審
査
過
程
に
お
い
て
、
委
員
よ
り
、
介
護
予
防
事
業
の
う

ち
特
定
高
齢
者
施
策
事
業
の
利
用
が
低
調
で
あ
る
こ
と
に

関
し
、
事
業
目
的
の
達
成
に
は
高
齢
者
の
参
加
が
必
要
で

あ
る
と
指
摘
し
、
事
業
の
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
で
、
利

用
率
の
向
上
を
図
る
よ
う
要
望
し
た
。

　

関
連
し
て
他
の
委
員
よ
り
、
全
国
各
地
で
発
生
し
て
い

る
高
齢
者
の
所
在
不
明
問
題
に
関
し
、
本
市
の
調
査
状
況

に
つ
い
て
説
明
を
求
め
た
。

　

当
局
か
ら
は
、
１
０
０
歳
以
上
の
高
齢
者
に
つ
い
て
、

医
療
と
介
護
保
険
の
利
用
実
績
デ
ー
タ
等
に
よ
り
調
査
し

た
結
果
、
本
市
で
は
該
当
が
な
い
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
緊
急
時
の

支
援
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
毎
年
、
実
態
調
査
を
行
っ

て
お
り
、
本
年
度
か
ら
は
、
見
守
り
支
援
相
談
員
が
80
歳

以
上
の
高
齢
者
宅
を
訪
問
し
て
交
流
の
機
会
を
持
つ
こ
と

で
、
高
齢
者
福
祉
の
増
進
に
努
め
て
い
る
と
の
答
弁
が
あ

っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
委
員
よ
り
、
当
局
の
取
り
組
み
を
評
価
し

つ
つ
も
、
対
象
年
齢
を
引
き
下
げ
て
の
実
態
調
査
を
再
度

実
施
す
る
こ
と
で
、
万
全
を
期
す
よ
う
要
望
し
、
審
査
の

結
果
、
異
議
な
く
認
定
し
た
。
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▼
高
齢
者
の
所
在
不
明
問
題
の
実
態
調
査
を
万
全
に

　

平
成
21
年
度
坂
出
市
一
般
会
計
補
正
予
算
案
に
つ
い

て
、
本
案
は
、
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
普
及
促
進
を
図

る
た
め
の
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
設
置
事
業
補
助

金
及
び
農
道
や
農
地
の
災
害
復
旧
工
事
補
助
金
に
つ
い

て
、
増
額
補
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
り
、

審
査
の
結
果
、
異
議
な
く
原
案
を
了
承
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
当
局
か
ら
は
、
各
家
庭
か
ら
搬
出
さ
れ
る

そ
の
他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
が
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
ご
み
の
減
量
化
及
び
資
源
ご
み
等
の
リ
サ
イ
ク

ル
を
図
る
た
め
に
も
、
資
源
ご
み
及
び
不
燃
ご
み
の
収
集

体
制
に
つ
い
て
、
月
１
回
の
収
集
か
ら
月
２
回
の
収
集
に

見
直
す
方
針
で
あ
る
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
委
員
よ

り
、
ご
み
収
集
に
係
る

各
自
治
会
等
の
負
担
増

に
は
十
分
配
慮
す
る
よ

う
要
望
し
、
当
局
か
ら

も
、
自
治
会
等
と
十
分

に
相
談
を
し
な
が
ら
、

ご
み
収
集
に
係
る
自
治

会
等
の
負
担
の
軽
減
に

努
め
て
い
き
た
い
と
の

考
え
が
示
さ
れ
た
。
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▼
不
燃
ご
み
等
の
収
集
を
月
2
回
へ
見
直
し
の
方
針


